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Ⅰ 処遇改善等加算Ⅰの概要 
   処遇改善等加算Ⅰは、職員の平均勤続年数・経験年数を踏まえた賃金改善やキャリアアップの

取り組みに応じた加算率を基に加算します。 

①基礎分（２～12％）は、全ての施設・事業所が対象となり、②賃金改善要件分（６～７％）

は、この加算率で計算された賃金改善要件分の加算見込額の同額以上の賃金改善計画を作成し、

実際に職員の賃金改善に使用する必要があります。 

また、賃金改善要件分のうちの③キャリアパス要件分については、施設・事業所のキャリアア

ップの取り組み等（役職や職務内容に応じた賃金体系の設定、資質向上のための計画策定、計画

に係る研修の実施や研修の機会確保）の実施又は処遇改善等加算Ⅱの実施で判定する該当の適否

により、否の場合には賃金改善要件分のうち２％を減算します。 

 

【加算率のイメージ】 
＜処遇改善等加算のイメージ図＞
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 【内閣府・文部科学省・厚生労働省通知抜粋】 

 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について 

（目的） 

教育・保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い教育・保育を安定的に供

給していくために、「長く働くことができる」職場を構築する必要がある。その構築のため、職員

の平均経験年数や賃金改善・キャリアアップの取組に応じた人件費の加算（処遇改善等加算Ⅰ）及

び技能・経験を積んだ職員に係る追加的な人件費の加算（処遇改善等加算Ⅱ）を行うもの。 

（加算対象） 

全ての都道府県及び市町村以外の施設・事業者が運営する特定教育・保育施設（都道府県及び市

町村以外の者が設置するものに限る。）及び特定地域型保育事業所を対象とする。 

（賃金改善要件分等に係る使途） 

施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費は、私立保育所

（都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。以下同じ。）が支払いを受ける委託費と

は異なり、その使途を制限しないことを基本としているが、処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分及

び処遇改善等加算Ⅱに係る加算額については、Ⅰの目的に鑑み、確実に職員（非常勤職員及び法人

の役員等を兼務している職員を含む。）の賃金改善に充てるものとする。また、職員１人当りの平

均経験年数が上昇することに伴い増加する処遇改善等加算Ⅰの基礎分に係る加算額については、適

切に昇給等に充当すること。 
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Ⅱ 加算率認定申請書 

 

令和元年度処遇改善等加算Ⅰに係る加算率認定申請書 

兵庫県知事 様                      令和元年８月１日 

市 町 名 ○ ○ 市 

施 設 ・ 事 業 所 名 ×××幼稚園 

施設・事業所類型 幼稚園 

施設・事業所番号              

設 置 者 
★１→（学）○○会 

理事長 □□×× ○印  

 ★２↓ 

①C をもとに適用さ

れる基礎分の値 

 
施設・事業所に適用

される加算率 

（①＋②） 

②賃金改善要件分の値 
 

③ が 否 の 場 合 は 、 キ ャ リ ア パ ス 要
件分の値を減じること  

③キャリアパ

ス要件 

％  ％  ％ 

 
 

※保育所における経過措置に該当する場合のみ記入すること。 

平成 26 年度の 

平均勤続年数 

前 年 度 賃 金 改

善要件分の値 

年 ％ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

定員 ○人 地域区分 ○／100 開設年月日 平成 ○年 ○月 ○日 

職
員
１
人
当
た
り
平
均
勤
続
年
数 

氏   名 
↑ 

★３ 
職種 

ア  現 に 勤 務
する施設・事
業所の勤続年
数←★４ 

イ その他の
施設・事業所
の通算勤続
年数←★５ 

ウ 合計 
ア＋イ 

 
その職種の資
格取得年月日 

↑★６ 

○○ ○○ 園長   5 年 8 月 10 年 6 月 16 年 2 月 昭和 55.11.1 

○○ ○○ 副園長 10 年 6 月  10 年 6 月 昭和 61.10.1 

○○ ○○ 主幹教諭 6 年 1 月   6 年 1 月 平成 6.3.20 

○○ ○○ 
教諭（産休
中）←★７  

3 年 1 月    3 年 1 月 平成 23.3.20 

○○ ○○ 
非常勤講師 

↑★８  
3 年 1 月 5 年 0 月   8 年 1 月 昭和 56.10.31 

○○ ○○  
教諭（兼任）

↑★９  
1 年 1 月    1 年 1 月 平成 26.3.31 

○○ ○○ 事務職員 6 年 1 月    6 年 1 月 － 

○○ ○○ 用務員 3 年 1 月    3 年 1 月 ―  

○○ ○○ 教諭←★10 0 年 1 月 1 年 0 月   1 年 1 月 平成 27.3.31 

合計 Ａ      9 人 38 年 9 月  16 年 6 月  Ｂ 55 年 3 月   

職員１人当
たり平均勤

続年数 

（算式）Ｂ÷Ａ＝Ｃ 
（６月以上の端数は切り上げ） 

Ｃ ★11→  6 年 

注）１ 職員１人当たり平均勤続年数のＣ欄の算定に当たっては、６ヶ月以上の端数は１年とし、６ヶ月未満の

端数は切り捨てるものとすること。 

  ２ 個々の職員の勤続年数の算定に当たっては、各年度４月１日現在により算定すること。 

  ３ １日６時間未満又は月 20日未満勤務の職員は含めないものとする。 

記入例 

園名を記入 

法人名、代表者職・氏名

（代表者印）を漏れなく

記載すること。 

（園名、園長名ではあり

ません。） 



 3

◆記入上の留意点◆ 
 

★１ 設置者の押印〔法人にあっては、代表者（理事長）印〕を行います。 

★２ 処遇改善等加算の加算率区分は次のとおりです。 

  【加算率区分表】 

職員１人当たりの 

平均経験年数 

加算率 

基礎分 

 
賃金改善 
要件分 

うちキャリア 
パス要件分 

11 年以上 １２％ ７％ 

２％ 

10 年以上 11 年未満 １２％ 

６％ 

9 年以上 10 年未満 １１％ 

8 年以上  9 年未満 １０％ 

7 年以上  8 年未満 ９％ 

6 年以上  7 年未満 ８％ 

5 年以上  6 年未満 ７％ 

4 年以上  5 年未満 ６％ 

3 年以上  4 年未満 ５％ 

2 年以上  3 年未満 ４％ 

1 年以上  2 年未満 ３％ 

1 年未満 ２％ 

備考 
１ 基礎分は、全ての施設・事業所が対象となる。 
２ 賃金改善要件分は、賃金改善要件に適合する施設・事業所が対象となる。ただし、

キャリアパス要件に適合しない施設・事業所は、２％を減じた値とする。  

  【保育所における経過措置に係る賃金改善要件分率適用表】 

①平成 26 年度の 

平均経験年数 

②職員１人当たりの 

平均経験年数 
③賃金改善要件分 

7 年以上  8 年未満 

7 年以上  8 年未満 

５％ 4 年以上  6 年未満 

2 年未満 

5 年以上  6 年未満 
4 年以上  6 年未満 

５％ 
2 年未満 

4 年以上  5 年未満 

5 年以上  6 年未満 ５％ 

4 年以上  5 年未満 ４％ 

1 年以上  2 年未満 ５％ 

1 年未満 ４％ 

1 年以上  2 年未満 2 年未満 ５％ 

1 年未満      
1 年以上  2 年未満 ５％ 

1 年未満 ４％ 

備考 
本表の適用を受ける保育所に適用される「基礎分」の値については、「加算率区分

表」に掲げる賃金改善要件分の値と③欄に掲げる値の差を加えた値とすること。  
 

処遇改善等加算の加算率は、職員 1 人当たり平均勤続年数（申請書Ｃ欄の年数）を【加算

率区分表】の左欄の年数の区分にあてはめ、基礎分と賃金改善要件分の値を合計した値にな

ります。 

賃金改善要件及びキャリアパス要件がそれぞれ適合しているか否かについて、適又は否を

選択してください。賃金改善要件分を申請しない場合は「否」を○で囲んでください。 
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ただし、平成 27年３月 31日以前から保育所であって、平成 26 年度に保育士等処遇改善臨

時特例事業による補助を受けた施設においては、「平成 26 年度の保育所運営費における民間

施設給与等改善費（民改費）」で算定された職員１人当たり平均勤続年数が、【保育所にお

ける経過措置に係る賃金改善要件分率適用表】の①欄の年数に該当し、かつ、職員１人当た

りの平均勤続年数が②欄の年数に該当する施設については、【加算率区分表】の値ではなく

③欄の値を賃金改善要件分の値とすることができます。なお、この値が平成 26年度の賃金改

善要件分の値を下回る場合は、前年度の賃金改善要件分の率と同値とします。今後、賃金改

善要件分の値が６％になれば、この経過措置の適用はなくなります。 

 

★３ 30 年度申請以降に結婚等で氏名の変わった方は、（旧姓○○）と明記してください。 

 

★４ 現に勤務する施設・事業所の勤続年数について 

    平成 31 年４月１日時点で、その施設・事業所に勤務する全ての常勤職員及び「１日６時間

以上かつ月 20 日以上勤務」の非常勤職員が対象です。 

※ ただし、以下の職員は対象外です。 

① 産休・育休・病休代替の臨時職員 

② 短時間勤務（１日６時間未満又は月 20日未満勤務）の職員 

③ 補助事業等の担当専任職員（人件費が補助事業の補助対象経費である職員） 

        勤務年数の計算は、１か月未満の端数が生じる場合は、切り上げて１か月と計算します。 

※ 過去に取得した産休・育休・（有給の）病休期間及び産休・育休・病休代替臨時職員と

して１日６時間以上かつ月 20日以上勤務した期間は算入できます（「その他の施設・事業

所の通算勤続年数」も同様）。 

 
★５ その他の施設・事業所の通算勤続年数については、次の事業所に勤務した年数が対象となり

ます。 

    ・ 幼稚園・認定こども園・保育所 

・ 家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を行う事業所 

・ 学校教育法第１条に定める学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、大学及び高等専門学校）及び同法第 124 条に定める専修学校 

・ 社会福祉法第２条に定める社会福祉事業を行う施設・事業所 

・ 児童福祉法第 12条の４に定める施設（一時保護施設） 

・ 認可外保育施設（児童福祉法第 59 条第１項に定める認可外保育施設のうち、地方公共団

体における単独保育施策による施設（へき地保育所など）、認可外保育施設指導監督基準

を満たす旨の証明書の交付された施設（企業主導型保育施設を含む。）及び幼稚園に併設

された施設） 

（なお、過去に上記認可外保育施設で勤務した期間を「その他の施設・事業所の通算勤続

年数」として算入する際に、勤務期間に「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明

書」が交付されていない期間が含まれている場合は、交付されていた期間のみを勤続年数

に算入してください。 

ただし、現に勤務する施設・事業所がかつて上記認可外保育施設であって、当該施設・

事業所において継続している勤務期間に「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明

書」が交付されていない期間が含まれている場合は、その期間も含めた採用日からの期間

を「現に勤務する施設・事業所の勤続年数」に算入することができます。） 

・ 教育・保育施設又は地域型保育事業に移行した施設・事業所であって移行前の認可外保育

施設として運営していた施設（移行前から継続して勤務している職員の勤続年数に限り対

象） 

・ 医療法に定める病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所（保健師又は看

護師に限る。） 

※ 常勤及び非常勤（１日６時間以上かつ月 20 日以上）であり、平成 10年３月 31日以前の

勤務では、賃金が月額で決定され、支給されていたことが条件です。 

※ その他の施設・事業所の通算勤続年数に加える場合は、その他の施設等の設置者が証明

した「教育・保育施設、社会福祉施設等勤務証明書」を添付してください。 
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★６ 「その職種の資格取得年月日」欄には、本人から申し出のあった資格証明書にある資格取得

日を記入してください。 

保育士については、次のことに注意してください。 
※ 「保育士試験全科目合格」及び「指定保育士養成施設を卒業」が、 

平成 15年 11 月 29 日（児童福祉法改正）以降…「保育士証の登録年月日」 

上記以前…「保母資格取得年月日」 を記載してください。 

※ 児童福祉法改正以降、保育士として働くには必ず保育士登録をしておく必要がありますの

で、ご留意願います。 

 

★７ 産休・育休・（有給で）病休中の方は、職種欄のプルダウンで選択した上、手書きで「産休」

「育休」「病休」と記載してください。 

 

★８ 非常勤職員（１日６時間以上かつ月 20 日以上）は、職種欄のプルダウンで選択してくださ

い。該当職種がない場合は「非常勤（   ）」の（ ）に職種を記入してください。 

   当該職員の審査については、４月１日付けの雇用契約書（写）で判断します。雇用契約と勤

務実態が異なっていて、勤務実態が常勤的非常勤同様となっていても対象となりませんのでご

注意ください。 

 

★９ 補助事業（延長保育・一時預かり・地域子育て支援拠点・病児病後児等）担当職員について 

① 上記事業における専任の担当職員（補助対象経費に人件費を算入）は対象外とします。 

② 通常保育と兼任の場合は、通常保育のみで「１日６時間以上かつ月 20日以上勤務」を満た

していれば対象とします。職種欄に「兼任」と記載してください。 

③ ②の場合、過去の勤続年数については、「１日６時間以上かつ月 20 日以上勤務」で上記事

業の専任担当だった期間も対象とします。 

④ 上記事業以外の専任担当についても、通常保育と切り分けられない場合（シフト表等で分

けられていない場合）は対象外とします。通常保育と時間等分かれている場合は、通常保育

のみで「１日６時間以上かつ月 20日以上勤務」を満たしている場合を対象とします。 

 

★10 4 月 1日採用職員について 

① 過去に、★５に列記した施設等における勤務経験がない新規採用職員は、「現に勤務する

施設・事業所の勤続年数」を「０か月」とします。 

② 過去に、★５に列記した施設等における勤務経験があれば、その期間を「その他の施設・

事業所の通算勤続年数」に加え、４月１日分を「現に勤務する施設・事業所の勤続年数」に

「１か月」として算定します（「１日６時間以上かつ月 20日以上勤務」を満たしていること

が前提です）。 

例：他の社会福祉施設等で 31年３月末まで勤務 → 現施設に 30年４月１日に転勤 

現施設で 30年 12 月末まで勤務 → 現施設に 31年４月１日に再就職 

③ ②の場合、勤務年数において、1 か月未満の端数が生じる場合は、切り上げて 1 か月と計

算します。 

 

★11 勤務年数の計算で、月数の計算においては 10進法で行わないよう注意してください。 

（例：25か月ではなく、２年１か月とします。） 

Ｃ欄の１人あたり平均勤続年数（Ｂ÷Ａ）計算例 

55 年 3月÷9人 

   ＝｛（55年×12月＋3月）÷12月｝÷9人（月を年に換算） 

   ＝6.1 年 

   ＝6年（小数点以下は四捨五入） 

 

※ 1 人あたり平均勤続年数の算定は、当該年度の４月１日現在において行い、年度途中にお

いてその職員の異動があっても適用の変更は行いません。 

 



 6

 

Ⅲ 賃金改善計画書 
 

 

令和元年度賃金改善計画書（処遇改善等加算Ⅰ） 

市 町 名 ○ ○ 市 

施 設 ・ 事 業 所 名 × × 保育所 

施設・事業所類型 保育所 

施設・事業所番号              

(1) 賃金改善について 

①   加算見込額←☆３ ○○○,○○○ 円 

②   賃金改善見込額総額 ×××,××× 円 

③   賃金改善実施期間←☆４ 平成 31 年４月 ～ 令和２年３月  

※処遇改善等加算Ⅱの適用を受ける場合の「賃金改善見込額総額」欄については、処遇

改善等加算Ⅱに係る賃金改善見込額（別紙様式６（１）②の合計欄）を差し引いた金

額を記入すること。 

 

(2) 教育・保育従事者に係る賃金改善について 

①  賃金改善見込額←☆５ ×××,××× 円 

②  賃金改善を行う給与項目 
（ 該 当 する 項 目 に○印 を 付 すこと。手
当 等 に ついては、具 体 的 名 称 を記 載
すること。） 
↑☆６ 

 基本給 

手当（    ） 

賞与（一時金） 

その他（    ） 

 

 

 

③  賃金改善を行う方法 

↑☆７ 

（留 意 点 ） 
一 人 当 たりの賃 金 改 善 月 額 などについても可 能 な限 り記 載
すること。なお、当 該 改 善 額 は見 込 かつ全 体 の平 均 で、法 定
福 利 費 等 の増 加 額 も含 み税 引 き前 であるため、実 際 の個 々
人 の手 取 り額 とは必 ずしも一 致 しない。 

 基本給を４月から一人平均○○円改善するとともに、○○手当として一人平均○○円を勤務の 

 評価により○年○月から○月に支給する予定。 

 一時金として○年○月に、一人平均○○円を支給する予定 

※ 処遇改善等加算Ⅱの適用を受ける場合の「賃金改善見込額」欄については、処遇改

善等加算Ⅱに係る賃金改善見込額のうち、教育・保育従事者に係る金額を差し引いた

金額を記入すること。 

 

(3) 教育・保育従事者以外に係る賃金改善について 

①  賃金改善見込額 円 

②  賃金改善を行う給与項目 
（ 該 当 する 項 目 に○印 を 付 すこと。手
当 等 に ついては、具 体 的 名 称 を記 載
すること。） 

 基本給 

手当（    ） 

賞与（一時金） 

その他（    ） 

 

 

 

③  賃金改善を行う方法 （留 意 点 ） 
一 人 当 たりの賃 金 改 善 月 額 などについても可 能 な限 り記 載
すること。なお、当 該 改 善 額 は見 込 かつ全 体 の平 均 で、法 定
福 利 費 等 の増 加 額 も含 み税 引 き前 であるため、実 際 の個 々
人 の手 取 り額 とは必 ずしも一 致 しない。 

  

  

  

※ 処遇改善等加算Ⅱの適用を受ける場合の「賃金改善見込額」欄については、処遇改

善等加算Ⅱに係る賃金改善見込額のうち、教育・保育従事者以外の職員に係る金額を

差し引いた金額を記入すること。 

記入例 
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◆記入上の留意点◆ 
 

☆１ 賃金改善要件分の適用については、基準年度と比較して職員の賃金が改善されるよう具体的

な賃金改善計画を作成し、職員に対して内容を周知するとともに、改善後に実績報告を行うこ

とが条件になります。また、(1)②の「賃金改善見込額総額」が(1)①の「加算見込額」以上で

あることが必要です。 

なお、賃金改善要件分の申請を行わない場合は、「賃金改善計画書」及び「キャリアパス要

件届出書」の提出は不要です。 

※ 基準年度： 

・平成 27 年３月 31 日以前から保育所として運営していた施設：平成 24 年度 

・それ以外の施設：市町に確認を受けた前年度 

※ 対象職員：常勤職員及び非常勤職員（短時間勤務、補助事業専任担当及び法人の役員等を

兼務している職員を含む。派遣職員も、派遣元と相談の上、派遣料金の値上げ分（当該派遣

職員の賃金改善額）に充てることは可能。） 

※ 改善する賃金の内容…退職手当を除く、基本給・手当、賞与又は一時金等 

※ 基準年度以降の採用者：基準年度に適用した算定ルールを採用者に適用し算定 

※ 基準年度に存在しなかった施設・事業所：当初予定していた就業規則等で算定 

 

☆２ 「(1)賃金改善について」及び「(2) 教育・保育従事者に係る賃金改善について」 の記入は

必須です。教育・保育従事者以外の職員に対する賃金改善を実施する場合は、「(3) 教育・保

育従事者以外に係る賃金改善について」にも記入してください。 

 

☆３ 「加算見込額」については、「加算見込額計算表」により算出してください。なお、加算見

込額の計算式は次のとおりです。 

加算見込額＝「各年齢区分のＡ×Ｂ×Ｃ×Ｄ」の合計（千円未満切り捨て） 

Ａ「令和元年度における各月初日の利用子ども数（広域利用を含む。）見込みから算出した

平均利用子ども数」 

Ｂ「処遇改善等加算の単価の合計額」 

Ｃ「賃金改善要件分に係る加算率（％）×100」 

Ｄ「12月（年度途中に確認を受けた場合は、その月から直近の３月までの月数）」 

※ 「加算見込額計算表」の該当するシートで算出し、認定こども園は「施設型１号」と「施

設型２・３号」のシートで算出した加算見込額の合計を記入してください。 

※ 「加算見込額計算表」の「処遇改善等加算単価」欄には、各施設等の単価表における矢印

で示した処遇改善等加算部分「α×加算率」の「α」の値を記入してください。  

               ↓       ↓ 

（注） （注）

① ② ③ ④

４歳以上児 113,330 (121,220) ＋ 1,110 (1,190) ×加算率 ＋ (7,890) (70×加算率)

３ 歳 児 121,220 ＋ 1,190 ×加算率 ＋ 7,890 70×加算率

副園長・教頭配置加算 ３歳児配置改善加算

⑤ ⑥

処遇改善等加算Ⅰ 処遇改善等加算Ⅰ

地域

区分
定員区分

認定

区分
年齢区分

基本分単価
処遇改善等加算Ⅰ

⑦ ⑧

70×加算率
20/100

地域

　15人

　　まで
1号 ＋ 7,740 ＋

 
※ 基準年度の前年度以前に私学助成等を受けていた認定こども園・幼稚園における特例につ

いては、補助金による収入額の取扱いに不明な部分が多く、算出が困難であることから、

他の施設と同様に「加算見込額計算表」を用いて加算見込額を算出いただき、賃金改善計

画書を作成してください。 

 

☆４ 賃金改善実施期間 

４月から翌年３月まで（年度途中に確認を受けた場合は、その月から直近の３月まで） 

なお、一時金の支払いのみであっても賃金改善実施期間は原則４月から翌年３月までの 

12 か月となります。 
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☆５ 賃金改善見込額 

各施設・事業所において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額で、上記☆３の

「加算見込額」以上の金額となることが加算の要件です。 

※ 賃金改善を実施する職員の範囲や賃金改善の具体的な内容（基本給のベースアップや手当、

一時金、賞与等への上乗せなど）については、各施設・事業所の実情に応じて決定してく

ださい。通常の定期昇給には基礎分を充当することになっており、原則、賃金改善要件分

には含まれません。 

※ 必ずしも全職員に対して同額の賃金引き上げを行う必要はなく、一部の職員のみを対象と

することや、勤続年数などにより改善額に差を設けて実施することも可能です。 

※賃金改善に伴う法定福利費（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料等）

等の事業主負担増加額を含め、処遇改善等加算Ⅱによる賃金改善見込み額を除きます。 

 

☆６ 賃金改善を行う給与項目 

実際に賃金改善のために増額もしくは新設予定の項目に○を付けるとともに、（ ）には具

体的な名称を記入してください。 

 

☆７ 賃金改善を行う方法 

賃金改善の実施時期や改善を行う給与項目、金額、一人当たりの平均賃金改善額を具体的に

記入してください。 

 

Ⅳ キャリアパス要件届出書 
 

令和元年度キャリアパス要件届出書 

 

市 町 名 ○ ○ 市 

施 設 ・ 事 業 所 名 × × 認定こども園 

施 設 ・ 事 業 所 類 型   認定こども園 

施 設 ・ 事 業 所 番 号              

キャリアパスに関する要件について（処遇改善等加算Ⅱを受ける場合は提出不要） 

次の内容について、当てはまるものに○をつけること。 

（①及び②に該当していれば本要件を満たす。） 

① 次の a から c までのすべての要件を満たす。 

a 職 員 の職 位 、職 責 又 は職 務 内 容 等 に応 じた勤 務 条 件 等 の要 件 を定 めている。 

 b  職 位 、職 責 又 は職 務 内 容 等 に応 じた賃 金 体 系 について定 めている。 

 c  就 業 規 則 等 の明 確 な根 拠 規 定 を書 面 で整 備 し、すべての職 員 に周 知 している。 

該当・非該当 

② 次の d 及び e の要件を満たす。 該当・非該当 

d 

職 員 と の 意 見 交

換 を 踏 ま え た 資 質

向 上 のための目 標  

良質な教育・保育を提供するために、職員がコミュニケーション能
力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等を向上させるよう
努める。 

e 
d の実 現 のための

具 体 的 な取 り組 み

の内 容  

ｱ 
資 質 向 上 のための計 画 に沿 って、研 修 機 会 の提 供 又 は技 術 指 導 等 を実 施 するととも

に、職 員 の能 力 評 価 を行 う。（資 質 向 上 のための計 画 を添 付 すること。） 

ｲ 
資 格 取 得 のための支 援 の実 施  ※当 該 支 援 の内 容 について下 記 に記 載 すること。 

研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費・
受講料等）の援助等 

 

◆記入上の留意点◆ 
（１）30年度以前に届出をした施設・事業所で、届出内容に変更がない場合は、提出を省略できま

す。また、処遇改善等加算Ⅱの加算認定申請を行う場合も省略できます。 

（２）キャリアパス要件に該当するには、表中の要件を満たすことが必要です。①の規程等が要件

を満たすものであるかについては、施設や職員の規模を考慮して柔軟に判断してください。規

程等は提出の必要はありませんが、必ず施設・事業所に備え付け、職員へ周知してください。 

記入例 
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（３）②の資質向上のための具体的な計画は、１部提出してください（様式は自由）。 

Ⅴ その他注意事項 

１ 加算率認定申請書に記載した職員については、採用に関する書類、「教育・保育施設、社会福祉

施設等勤務証明書」など職歴等経験年数を証明する書類、履歴書、雇用契約書の写し等（非常勤職

員）、勤続年数を積算できる書類を市町に提出し、確認を受けてください。  

なお、30 年度に処遇改善等加算の加算率認定を受けた施設・事業所においては、30 年度申請書

に記載のあった職員分の書類は提出不要です。ただし、記載があっても過去の勤続年数を新たに加

える場合や職種の変更、記載誤りがあった場合は、上記の書類を提出してください。 

   

２ 職員が派遣会社から派遣されている場合（１日６時間以上かつ月 20 日以上勤務）も対象職員とし

て算入してください。ただし職員は通常、派遣会社と雇用契約を結んでいるため、添付書類は、園

と派遣会社の関係がわかるものと派遣会社と職員の関係がわかるものが必要になります。 

（例えば園と派遣会社の委託契約書（写）と、派遣会社が個人に派遣を指示する書類（写）等） 

同様に、給食業務を委託しており、派遣会社所属の調理員が調理を行っている場合も対象職員と

して算入してください。 

 

３ 複数の施設・事業所を運営する事業者は、施設・事業所間で賃金改善の配分調整を行うことがで

きます。その場合は、施設・事業所ごとの「賃金改善計画書（内訳表）」も提出してください。 

  なお、保育所・認定こども園の分園は、本園と同一施設として取扱います。 

 

４ 「公定価格における人件費の改定状況を踏まえた水準」等を賃金改善に確実に反映していただく

ため「（参考）処遇改善等加算Ⅰに係る賃金改善額等チェック表」でチェックできるようにしてい

ます。賃金改善の参考にしてください（県への提出は不要です。）。 

 

５ 年度終了後は速やかに市町に対して「賃金改善実績報告書」を提出するとともに、関係帳簿や証

拠書類を５年間保管する必要があります。 

 

６ 施設・事業者が処遇改善等加算の申請等において虚偽又は不正を行った事実が判明したときは、

加算の全部又は一部の返還を求めることになります。 

 

 

Ⅵ「履歴書」記載上の注意事項 

１ 新規採用者及び前年度中途採用者等などで、現に勤務する施設・事業所の前に、加算の算定に関

係する勤務経験がある場合に提出してください。 

 

２ 「事業所名及び役職」欄には、副園長・施設長・主幹教諭・主任保育士など、「職種」欄には、

教諭・保育士・調理員等及び常勤・非常勤職員等の別も併せて記載してください。 

 

３ この様式の記載事項（在職年月数は除く。）を備えた別の様式で提出しても差し支えありません。 

 

４ 処遇改善等加算の算定に関係のない職場での勤務経験は、記載不要です。 

 

 

Ⅶ「教育・保育施設、社会福祉施設等勤務証明書」記載上の注意事項 

１ 氏名は現在のものを記載してください。姓が変更になった場合は、（旧姓：○○）と記載してく

ださい。 

 

２ 公立の保育所や同一法人（設置者が同じ）の場合、１枚にまとめて証明していただいて構いませ

ん（ただし、施設・事業所ごとに勤務期間を分けて記載していること。）。 

   

３ 施設が廃止されたなど、証明書の提出が困難な場合は、本人からの「履歴書」と「勤務したこと

がわかる書類（給与明細、源泉徴収票、辞令、雇用通知書、雇用保険関係書類、年金加入記録など）
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の写し」を提出してください。 

【履歴書様式】 

履  歴  書 

 

市 町 名  

施設・事業所名  

  

           平成 31 年４月１日現在 
ふりがな 

職種 

氏名                印                      
役職 

 

職 
 

歴 

年   月 施設・事業所名及び役職 職  種 在籍年月数 

自  年  月 

至  年  月 
    年 月 

自  年  月 

至  年  月 
    年 月 

自  年  月 

至  年  月 
    年 月 

自  年  月 

至  年  月 
    年 月 

自  年  月 

至  年  月 
    年 月 

自  年  月 

至  年  月 
    年 月 

自  年  月 

至  年  月 
    年 月 

自  年  月 

至  年  月 
     年 月 

合   計   年 月 
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【勤務証明書様式】 
 

教育・保育施設、社会福祉施設等勤務証明書 
 

 

氏  名 

 

現勤務施設等名 

 

 

上記の者は、次のとおり当施設・事業所に勤務したことを証明する。 

 

 

記 

 

１．勤務期間   

昭 和   年   月   日   か ら 昭 和    年   月   日 ま で の       

平成                平成  

 

    年   か月間 

 

２．職 種   保育士 ・ 教諭 ・ その他（        ） 

 

３．勤務形態  常勤  ・ 非常勤（実労働実績   時間／日、   日／月） 

 

４．施設・事業所の種類、名称及び所在地 

① 種 類 

  ② 名 称 

  ③ 所在地 

 

平成  年  月  日 

 

設置者  

住 所 

ＴＥＬ 

代表者名              印 

 

 


